
平成 22 年 3 月 29 日

　　　　　　　　釜石市告示第43号の2

　　　釜石市資源物回収事業推進奨励金交付要綱

　釜石市資源物回収事業推進奨励金交付要綱（平成 19 年釜石市告示第 89 号の 3）の全部を

改正する。

(趣旨)

第 1 条　この要綱は、資源物回収事業を行う団体(以下「回収団体」という。)の活動を推進す

るため、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

 （定義）

第 2 条　この要綱において、「資源物回収事業」とは、市内の資源物を回収し、市内の資源回

　収業者へ売却する事業をいう。

 （奨励金の交付対象）

第 3 条　奨励金の交付対象となる回収団体は、市内に住所を有する者で組織する団体で、次

に掲げるものとする。

(1)　町内会

(2)　子ども会

(3)　小・中学校 PTA 及び保護者会

(4)　前各号に掲げるもののほか、市長が認める団体

  (回収団体の登録等)

第 4 条　回収団体は、奨励金の交付を受けようとするときは、事前に資源物回収団体登録届

出書（様式第１号)を市長に提出するものとする。

2　回収団体が登録事項を変更又は登録を廃止しようとするときは、資源物回収団体登録

（変更・廃止）届出書（様式第 2 号）を市長に提出するものとする。

3　市長は、登録から 3 年以上継続して第 8 条に定める交付申請が提出されないときは、当該

回収団体の登録を抹消することができる。

(交付対象年度)

第 5 条　奨励金の交付対象となる資源物回収事業は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを

1 年度として実施するものとする｡

(資源物の種類)

第 6 条　資源物の種類は、古紙、空き缶、空き瓶及び古鉄等の有価資源物とする。

(奨励金額)

第 7 条　奨励金の交付額は、第 4 条第 1 項により登録した回収団体が資源回収業者から支払

われた金額のうち古紙については40パーセント以内(100円未満は切り捨て)、その他の有価資源

物については30 パーセント以内（100 円未満は切り捨て）の額で、予算の範囲内で別に市

長が定める額とする。（平 23告示 33・一部改正）

(奨励金の申請及び交付)

第 8 条　奨励金の交付申請は、回収団体が資源回収業者に売却した資源物の数量及び金額を

証する書類を添えて、市長に資源物回収事業推進奨励金交付申請書(様式第 3 号)を提出し

て行うものとする。

2　市長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、対象事業が

適正に実施されたと認めたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第 9 条　市長は、回収団体が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた場合は、奨

励金の全部又はその一部について返還を命ずることができる。

附　則

  この告示は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。



　　　附　則（平成 23 年 4 月 1 日告示第 33 号）

　この告示は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。


